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質       問 回       答 

入 札 参 加 資 格 登 録 等 （ 業 者 登 録 ） 

１ 

制限付一般競争入札の参加資格

について、建設工事においては、新

規業者が登録後３年間は入札に参

加できないとありますが、コンサル

タント業務においても同様ですか。

また、入札参加には、明石市におけ

る実績が必要ですか。 

コンサルタント業務には、登録後３年間の入札参加要件

は適用しません。 

また、基本的には明石市における実績は必要なく、国、

地方公共団体又はそれに準ずる機関（公社・公団・事業団

等）における実績が基本となります。 

※ 詳しい実績内容については、発注案件毎の公告文中の

参加要件内でお知らせしますので、必ずご確認くださ

い。 

２ 

入札参加資格の変更申請を行い、

業種の追加を申請しましたが、その

時点で追加申請した業務案件の発

注の公告があった場合、すぐ入札参

加することはできますか。 

入札参加資格者名簿に登載（反映）以後に参加申請が可

能になります。なお、名簿の更新は２か月（偶数月）毎に

行っておりますので、質問の場合、すぐに入札参加するこ

とはできません。 

３ 

当社では、入札参加要件となって

いる業種において、法令上で必要な

登録の有効期限は更新しています

が、明石市電子入札システムの業者

情報管理システムにおける有効期

限の更新を行っていません。この状

態で入札した場合、どうなります

か。 

明石市では、電子入札システムを導入していますので、

入札に参加していただくには明石市電子入札システムの

業者情報管理システムにおける登録が必要となります。し

たがって、入札参加要件となっている業種の有効期限が開

札日において切れている場合は、無効な入札となりますの

でご注意ください。 

市 税 の 完 納  

４ 

公告文の入札参加要件に、「明石

市税を開札日の前日までに完納し

ていること」との記載があります

が、明石市税の納税義務がありませ

ん。この場合には入札に参加するこ

とができないのでしょうか。 

納税義務がない場合も完納しているものとみなします

ので、入札に参加することができます。 

ただし、明石市競争入札等参加資格審査申請書における

受任者（支社・支店等）で、本社・本店等に明石市税の納

税義務がある場合は、受任者（支社、支店等）のほか、本

社・本店等も開札日の前日までに明石市税を完納している

必要があります。 

コンサルタント業務の制限付一般競争入札（郵便方式）等に関する質疑応答集 
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５ 

 公告文の入札参加要件に、「明石

市税を開札日の前日までに完納し

ていること」との記載があります

が、うっかりして開札日の当日に完

納しました。 

開札の結果、当社が一番札となり

ましたが開札結果が出る前に完納

しているので、参加要件を満たすと

考えてよろしいでしょうか。 

 

入札参加要件を「明石市税を開札日前日までに完納して

いること」としているため、明石市税を開札日当日に完納

した場合は、納付時刻が開札前か開札後かにかかわらず無

効な入札となります。 

水 道 料 金 の 完 納（水道局発注案件のみ） 

６ 

公告文の入札参加要件に、「明石

市水道局の水道料金を開札日の前

日までに完納していること」との記

載がありますが、当社は「明石市水

道局の水道料金」の納入義務があり

ません。この場合には入札に参加す

ることができないのでしょうか。 

納入義務がない場合は、完納しているものとみなします

ので、入札に参加することができます。 

７ 

公告文の入札参加要件に、「明石

市水道局の水道料金を開札日の前

日までに完納していること」との記

載がありますが、うっかりして開札

日の当日に完納しました。 

開札の結果、当社が一番札となり

ましたが開札結果が出る前に完納

しているので、参加要件を満たすと

考えてよろしいでしょうか。 

入札参加要件を「明石市水道局の水道料金を開札日の前

日までに完納していること」としているため、水道料金を

開札日当日に完納した場合は、納付時刻が開札前か開札後

かにかかわらず無効な入札となります。 

国 税 の 完 納 及 び 指 定 暴 力 団 員 等 に 関 す る 誓 約 書  

８ 

 公告文の入札参加要件に、国税の

完納に関することがありますが、当

社は間違いなく国税を完納してい

るのに、制限付一般競争入札参加申

請書でこの旨を誓約する必要はあ

るのでしょうか。 

制限付一般競争入札参加申請書における国税の完納に

関する誓約は、入札参加において必要となるものですの

で、この申請書の送付がない場合、書類不備となり、無効

な入札となります。 

なお、送付した制限付一般競争入札参加申請書におい

て、国税の完納に関する誓約の記載がない場合や申請書自

体に記名・押印が無い場合など、誓約内容に不備がある場

合についても書類不備により無効な入札となります。 
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９ 

公告文の入札参加要件に、「開札

日の前日までに国税を完納してい

ること。また、落札者となった場合

には、契約締結期限までに、国税の

滞納がないことを証する納税証明

書を提出できること。」との記載が

ありますが、契約締結期限までに提

出する「国税の滞納がないことを証

する納税証明書」とはどのようなも

のですか。 

「国税の滞納がないことを証する納税証明書」とは下記

の納税証明書（開札日の前日以降の日付のもの（写し（PDF

形式を含む）でも可）に限る）を指します。 

①個人の場合・・その３の２（申告所得税と消費税及び

地方消費税に未納の税額がないこと） 

②法人の場合・・その３の３（法人税と消費税及び地方

消費税に未納の税額がないこと） 

 

10 

当社が落札者と決定されたため、

国税の滞納がないことを証する納

税証明書の交付請求を行ったとこ

ろ、国税の滞納があったことが判明

し、契約締結期限までに当該納税証

明書を市に提出できませんでした。 

この場合は、どのような取り扱い

となるのですか。 

落札者となった場合、当該落札者は契約締結期限まで

に、国税の滞納がないことを証する納税証明書を市に提出

していただくことを入札参加要件としており、制限付一般

競争入札参加申請書においてもその旨を誓約していただ

いております。 

このため、当該落札者が契約締結期限までに、国税の滞

納がないことを証する納税証明書を提出できない場合は、

誓約内容に反することになり、入札参加要件を満たしてい

ないにもかかわらず落札決定を受けたことになるため、当

該落札者に対して、落札決定の取消及び指名停止措置（６

か月）を行うこととなりますので、十分にご注意ください。 

11 

税務署との協議により、法人税を

分納していますが、当社が落札者と

決定されたため、税務署に国税の滞

納がないことを証する納税証明書

の交付請求を行ったところ、当該納

税証明書を発行できないとのこと

でした。 

この場合については、国税の滞納

がないものとして扱ってもらえま

すか。 

入札参加要件においては、落札者に契約締結期限までに

国税の滞納がないことを証する納税証明書を提出するこ

とを求めておりますので、入札参加要件を満たさないこと

になります。 

なお、国税の滞納がないことを証する納税証明書が交付

されるかどうかについて疑義がある場合は、入札参加前に

税務署に確認しておいてください。 

また、契約の相手方として決定されたにもかかわらず国

税の滞納がないことを証する納税証明書を契約締結期限

までの間に提出できなかった場合は、落札決定の取消及び

指名停止措置（６か月）を行うこととなりますので、十分

にご注意ください。 
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所 在 地 区 分 

12 

入札参加要件における市内業者

等の所在地区分の考え方を教えて

ください。 

入札参加要件における所在地区分の考え方は以下のと

おりです。 

①市内業者 

＝ 明石市内に本店を置き、かつその本店が明石市にお

ける入札参加資格者として登録されている者 

②準市内業者 

＝ 明石市内に支店・営業所等を置き、かつその支店・

営業所等が明石市における入札参加資格者として

登録されている者 

③県内本支店業者 

＝ 兵庫県内に本店を置き、かつその本店が明石市に

おける入札参加資格者として登録されている者、

又は兵庫県内に支店・営業所等を置き、かつその支

店・営業所等が明石市における入札参加資格者と

して登録されている者 

④大阪本支店業者 

＝ 大阪府内に本店を置き、かつその本店が明石市にお

ける入札参加資格者として登録されている者、又は大

阪府内に支店・営業所等を置き、かつその支店・営業

所等が明石市における入札参加資格者として登録さ

れている者 

⑤その他業者 

＝ 明石市における入札参加資格者として登録されて

おり、上記①から④のいずれにも該当しない者 

設 計 図 書 

13 
CD-R にコピーとありますが記憶

媒体は USBでもよいですか。 

PCウイルス対策のため、CD-Rのみでの対応となります。 

配 置 予 定 技 術 者・技 術 士（以下「配置予定技術者」と記載） 

14 

配置予定技術者が複数の資格を

保有している場合には、入札参加申

請書の資格欄には当該技術者が保

有する資格の全てを記載するので

すか。 

公告文の参加要件で指定している資格を記入してくだ

さい。 

15 

入札参加申請書や専用封筒には、

配置予定技術者を記載する欄が１

名分しかないようですが、複数の資

格者が求められる場合にはどのよ

うに記入すればよいのですか。 

 記載欄を手書きで追加していただき、必ず求められる配

置予定技術者の氏名・資格等を必要分記載してください。 
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16 

 配置予定技術者として届け出る

者が会社の代表者である場合にも、

雇用関係を示す書類は必要なので

しょうか。必要ならばどのような書

類を添付するのでしょうか。 

 また、会社の代表者は必ず有資格

者であるはずですから、資格者証等

の写しの添付は必要ないと考えま

すが、添付しないといけないのです

か。 

配置予定技術者が会社等の代表者である場合には、雇用

関係を示す書類は必要ありません。配置予定技術者の氏

名・資格を記載欄に記載していただいた上で、カッコ書き

で（代表者）と記載してください。 

また、会社の代表者であっても資格者証等の写しは必要

ですので、必ず添付してください。 

17 

 適正な技術者についてですが、コ

ンサルタント業務については、RCCM

でも全案件について参加できるの

ですか。 

RCCM を配置予定管理技術者として認める場合は、特記

仕様書や参加要件等により「RCCMでも可」の表記をします

ので、必ず参加要件でご確認ください。 

※ 「RCCMでも可」の場合は保有する技術職員の届出書に

ついては、求められる資格に対する RCCM の資格保有者

を記入していただいても結構です。 

18 

配置予定技術者調書に記載した

配置予定技術者は、契約締結までに

変更できますか。 

入札時届出の配置予定技術者について、落札者が落札決

定日から契約締結期限の前日までに発注者に申し出て、配

置予定技術者変更申請書を提出した上で、発注者が認めた

場合に限り、変更できます。 

19 

配置予定技術者調書に記載する

者が雇用予定なのですが、その者で

入札参加できますか。 

配置予定技術者は入札時において、貴社と直接的かつ３

か月以上の恒常的雇用関係を有するものである必要があ

り、確認できない場合、入札は無効になります。 

20 
契約締結時に届け出た技術者は、

契約締結後に変更できますか。 

当該技術者の死亡、傷病又は退職等、真にやむをえない

場合を除き、変更することはできません。 

21 

現在実施中の業務のない技術者

が１人しかいない場合に、何件まで

入札参加できますか。 

入札参加する案件が技術者の専任を求めているもので

ある場合は、技術者１人につき２件まで入札参加すること

ができます。ただし、落札者となれるのは、１件までです。 

参加を希望する案件が全て配置技術者の専任を求めて

いないものである場合は、技術者 1 人につき複数案件入札

参加できます（23参照）。 

22 

同一開札日の複数の業務におい

て、同じ技術者を記載して入札参加

してしまったのですが、その取扱い

はどうなりますか。 

 入札参加する案件が全て技術者の専任を求めているも

ので入札参加した件数が２件の場合は、開札時刻の早い方

の案件が有効な入札となります。なお、３件以上に入札参

加した場合は、全て無効な入札となります。 

入札参加した案件が全て専任を求めていないものであ

る場合、当該入札は全て有効となります。ただし、すでに

技術者の専任を求めている業務に配置されている技術者

を配置予定技術者として入札参加した場合、当該入札は無

効となります。 
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入札参加した案件が技術者の専任を求めているものと

技術者の専任を求めていないものである場合、技術者の専

任を求めているものは無効な入札となり、技術者の専任を

求めていないものについては有効な入札となります。ただ

し、すでに技術者の専任を求めている業務に配置されてい

る技術者を配置予定技術者として入札参加した場合、当該

入札は無効となります。 

23 

同一開札日でかつ配置技術者の

専任を求めていない案件２件以上

において、手持ち業務のない同一の

技術者を配置予定とし、２件以上の

案件で落札候補者となった場合、落

札候補案件の中から落札する案件

を選ぶことはできますか。 

落札候補者が落札する案件及び案件数を選ぶことはで

きません。 

なお、手持ち業務のない同一の技術者を配置予定とし、

２件以上の案件で落札候補者となった場合、開札執行時刻

が最も早い案件から順に、当該落札候補者の審査を行い、

審査上問題がなければ、落札候補者の意向に関わらず、開

札執行時刻が早い順の２件の案件について落札者になり

ます。 

24 

保有する技術職員の届出書には、

当社の保有する技術職員全員を記

載する必要がありますか。 

全職員の記載は不要です。 

入札参加要件で求めている資格を有する技術職員を記

載してください。複数の資格を必要としている場合には、

必要とされる資格すべてについて記入してください。 

また、入札参加要件で保有する技術者の人数に指定（○

○○の技術者を△名以上有すること等）がある場合には、

配置予定技術者を含め△名記載してください。 

様 式 

25 

入札書等の様式を独自に作成し

てもよろしいですか。 

最新でダウンロードしたものを使用してください。な

お、独自に作成したものでも結構ですが、様式が異なると

無効になりますのでご注意ください。 

提 出 書 類 

26 

参加申請書に記載する日付は、い

つの日付を記載すればよろしいで

すか。 

郵送する日を記載してください。 

27 

入札書に記載する日付は、いつの

日付を記載すればよろしいですか。

また、入札書を入れる別封筒はどの

ようなものを使用すればよろしい

ですか。 

開札日を記載してください。また、入札書を入れる封筒

については特別な指定はしていませんので、貴社で作成し

ている封筒等に入札書を入れていただければ結構ですが、

入札書を入れた封筒は他の必要書類と共に、明石郵便局留

明石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）に入れて

郵送してください。専用封筒（青色）は財務室契約担当窓

口で配付しています。 

28 

鉛筆で記入した提出書類を送付

してしまいましたが、どうなります

か。 

鉛筆で記入した提出書類は無効になります。 
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29 

提出書類の必要箇所に会社の商

号･名称等を記載しなかった場合

（記入漏れ）はどうなりますか。 

提出書類の必要箇所に会社の商号・名称等を記載しなか

った場合（記入漏れ）は無効になります。 

30 

水道局発注業務の入札において、

「明石市長」宛の提出書類を送付し

た場合はどうなりますか。 

水道局発注業務については、「明石市公営企業管理者」

が契約締結権限を持っているため、「明石市長」宛の提出

書類が提出された場合は無効となることがあります。な

お、市発注業務に係る入札において、「明石市公営企業管

理者」宛の入札書を提出した場合も同様です。 

業 務 費 内 訳 書 

31 

入札書の金額と業務費内訳書の

金額とが異なると無効になります

か。 

業務費内訳書は入札金額の根拠となりますので、金額が

異なると無効になります。内訳書に不備があった場合も無

効となることがありますのでご注意ください。 

また、値引きにより入札金額と一致させている場合は無

効となりますのでご注意ください。 

32 

ダウンロードした業務費内訳書

を使用せず、当社独自の内訳書で提

出してもよろしいですか。 

ダウンロードした業務費内訳書に金額を記載し、指定様

式の表紙に「会社名」・「代表社名」・「代表者の印」等を記

載・押印し、送付してください。 

業 務 実 績 

33 

業務実績調書はどのようにして

作成するのですか。 

業務実績調書には、入札参加要件として求められている

業務実績を満たす業務の詳細を記入してください。 

また、この業務実績を証明する書類として、受注者、発

注機関名、業務名、契約金額及び履行期間が明記された当

該業務の契約書の写し、入札参加要件で求める業務実績が

確認できる、仕様書の写し若しくはテクリスにおける業務

カルテ等の写しを同封して提出してください。 

郵 送 

34 

郵送は普通郵便でもよろしいで

すか。 

必ず財務室契約担当窓口で配付している明石郵便局留

明石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）にて、明

石市が受領した事実の証明が可能な方法により郵送して

ください。 

なお、普通郵便で郵送した場合は、参加申請の無効とな

りますのでご注意ください。 

また、無効となったことについて明石市に対して異議を

申し立てることはできず、その費用について明石市に請求

することはできません。 

35 

特定記録郵便で郵送してもよろ

しいですか。 

特定記録郵便は、受領日の証明ができないため、特定記 

録郵便物では郵送しないで下さい。 

なお、特定記録郵便で郵送した場合は、参加申請の無効

となりますのでご注意ください。 

また、無効となったことについて明石市に対して異議を

申し立てることはできず、その費用について明石市に請求
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することはできません。 

36 

会社で作成している封筒で郵送

してよろしいですか。 

必ず財務室契約担当窓口で配付している明石郵便局留

明石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）にて郵送

してください。会社で作成している封筒を使用した場合は

参加申請を無効とします。 

また、無効となったことについて明石市に対して異議を

申し立てることはできず、その費用について明石市に請求

することはできません。 

37 

財務室契約担当が窓口となる水

道局発注案件については、財務室契

約担当専用封筒以外の封筒で郵送

するのですか。 

財務室契約担当が窓口となる水道局発注案件について

は、必ず財務室契約担当窓口で配付している明石郵便局留

明石市役所財務室契約担当行の専用封筒（青色）を使用し

てください。 

辞 退・撤 退 

38 

参加申請書等を郵送後、内容に不

備のあることが判明したので、辞退

したいのですが可能ですか。 

財務室契約担当が郵便局から受領した郵便物について

は、落札決定前であっても、撤回や入札の辞退はできませ

ん。また、落札決定後の辞退は、指名停止等の措置の対象

となります。 

開 札 

39 

入札参加の資格は無いのですが、

開札を傍聴することはできますか。 

開札を傍聴することはできます。担当職員の指示に従

い、携帯電話等は電源を切るか、マナーモードとし、開

札場所内での通話や私語は禁止します。 

40 

立会人は、どのような人がなれま

すか。 

入札参加者のうち、本社登録の会社は代表者、支店登録

の会社は当該支店の支店長等です。また、前記の者からの

委任状がある者も立会人になることができます。 

再 度 入 札 

 

41 

郵便方式案件において、再度入

札は実施しますか。 

郵便方式案件では再度入札は実施しません。 

固 定 型 最 低 制 限 価 格 制 度 

42 

明石市における固定型最低制限

価格制度とはどのような制度です

か。 

固定型最低制限価格制度とは、最低制限価格をあらかじ

め設定し、それに満たない金額での応札を失格とする制度

です。 

なお、最低制限価格（税抜）は予定価格（税抜）の７０％

から９０％の間で案件ごとに設定します。このため、最低

価格入札者であっても落札者とならない場合があります。 

  

【固定型最低制限価格（税抜）の設定方法】 

最低制限価格（税抜）＝①＋②＋③＋④ 
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※計算式より算出した額が上記の【範囲】を下回った(上回

った)場合には、下限(上限)値で設定。 

業種区分 ① ② ③ ④ 

土木関係の 
建設コンサル 
タント業務 

直接 
人件費 
の額 

直接 
経費 
の額 

その他 
原価の額 
×９０％ 

一般管理費 
等の額 
×５０％ 

建築関係の 
建設コンサル 
タント業務 

直接 
人件費 
の額 

特別 
経費 
の額 

技術料等 
経費 

×６０％ 

諸経費 
の額 

×６０％ 

設備関係の 
建設コンサル 
タント業務 

直接人
件 

費の額 

直接 
経費 
の額 

その他 
原価の額 
×９０％ 

一般管理費等 
の額 

×５０% 

変 動 型 最 低 制 限 価 格 制 度 

43 

明石市における変動型最低制限

価格制度とはどのような制度です

か。 

 変動型最低制限価格制度とは、最低制限価格を事前に定

めるのではなく、入札金額から算出する制度です。 

具体的には、１件の発注案件について有効な入札参加者

が５者以上の場合に、下位（入札金額の低い）5 者の入札

金額の平均額を求め、平均額に８５%を乗じて算出された

失格値（１円未満切り捨て）未満の入札については失格と

なります。このため、最低価格入札者であっても落札者と

ならない場合があります。 

契 約 か ら の 暴 力 団 等 排 除 

44 

 契約締結までに暴力団排除に関

する「誓約書」の提出が出来ない場

合でも契約は締結できますか。 

 契約の締結はできません。 

 なお、契約締結までに暴力団排除に関する「誓約書」の

提出が出来ない場合は指名停止措置（３か月）を行います

ので十分に注意してください。 

45 

再委託契約を締結する場合に「暴

力団等排除に関する特約」に準じた

規定を契約書に定めるとあります

が、準じた規定とはどのような意味

でしょうか。 

準じた規定とは明石市が規定する「暴力団等排除に関す

る特約」の内容を全て満たしている規定という意味です。 

特約につきましては、ホームページに掲載している特約

の様式を活用し、契約書に含ませて再委託契約を締結して

ください。 

 

 

 

46 

再委託契約による暴力団排除に

関する「誓約書」はいつの時点に、

どこに提出すればよいでしょうか。 

再委託契約の締結を行う際に再委託の受託者から徴取

してください。 

その後、再委託の受託者から徴取した暴力団排除に関す

る「誓約書」を業務の完了届の提出時までに業務委託主管

課に提出してください。 
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そ の 他 

47 

最低価格入札者が複数存在する

場合はどうなりますか。 

くじ引きの執行により資格審査の順番を決定します。財

務室契約担当から執行時刻と場所の連絡をいたしますの

で、代表者又は代表者からの委任状を持った代理人の方が

参加してください。 

なお、代表者等が参加できない場合には、当該入札事務

に関係ない市職員が代理としてくじを引くことになりま

す。 

 

※本文書の内容及び関係法令等の不知を理由として入札に関する異議を申し立てることはできません。 

 

令和７年４月１日現在 


